
各帳票の見方
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返戻等一覧表：返戻となった請求情報を確認するための帳票

・返戻等一覧表に記載されている「証記載市町村番号」・「受給者証番号」等は事業所が入力した内容です。
請求先市町村や受給者証番号等の誤りが疑われる場合は、受給者証の控えと返戻等一覧表に記載されている内容を比較してください。

・返戻等一覧表に表示された請求情報は、様式ごとにすべて返戻となります。
（例：同一利用者に居宅介護と同行援護の2つの請求を行い、居宅介護に関する内容の返戻等一覧表が届いた場合、同行援護の請求についても返
戻となっています。）

エラーコード
返戻の理由を示すコードです。
内容ごとに異なります。
※「S・T」で始まるエラーコー
ドは市町村の審査で返戻された
請求です。

内容
返戻理由が載っています。
市町村の審査による返戻の場合、
市町村が入力した内容が記載さ
れます。

種別
返戻となった情報種別が表示されます。
「明」「計」の場合が支払対象とならな
かったものです。
下部の※1にどの情報を示すかが記載さ
れています。
種別が「請」かつコードが「EC01」の
ものは無視して問題ありません。

単位数
返戻となった明細書等の単位数が表示
されます。
表示されない場合や、返戻の原因と
なった単位数のみが表示される場合も
あります。（実際には明細書全てが返
戻となっています。）
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ｖ

通知書に記載されている請求情報を送信した月です。
（サービス提供月ではありません）
この項目はその他通知書類も共通です。



一次審査処理結果票：連合会の審査で警告が発生した請求情報を確認するための帳票

エラーコード
警告の理由を示すコードです。
内容ごとに異なります。

種別
警告が発生した情報種別です。
下部の※1にどの情報を示すか
が記載されています。

項目名称・項目値
警告となった項目の名前と値です。
画像の事例の場合、重複している日付が
表示されています。

基本的に事業所が入力した内容が表示さ
れていますが、項目名称が「事業所台
帳」となっている場合は、指定権者が連
合会に登録した内容が表示されています。

内容
警告の内容が表示されます。

・内容欄の先頭一桁が「★」のものは将来の審査で「返戻」となる警告です。
「★」があった場合は警告が発生しなくなるように請求内容を見直してください。
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支払決定増減票：返戻となった単位数や、請求書と明細書の差について確認するための帳票

請求差
請求単位数等の集計が記載されてい
る「請求書」と支払対象となった
「請求明細書」の差が表示されます。
返戻となった明細書が存在するとき、
マイナスで記載されます。

プラスで記載されている場合、「請
求書」を2回以上送付されている関
係で、「請求書」のみ返戻となって
います。（支払金額には影響ありま
せん。）

返戻
返戻となった請求の単位数です。
(これに単位数単価をかけたものが金額と
なります。）

・グループホーム等の場合、特定障害者特別給付費（家賃補助）についてのみ、単位数ではなく金額で記載されます。
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支払決定額通知書：最終的な支払金額を確認するための帳票

金額、振込先銀行名、支店名が表示されます。

債権譲渡(ファクタリング)されている場合、銀行名等
は空欄となります。

決定金額の内訳が表示されます。
証明書発行手数料が給付費から相殺された際は、
こちらに7,800円の記載があります。
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ｖ

通知書に記載されている請求情報を送信した月です。
（サービス提供月ではありません）



支払決定額内訳書：支払決定額の内訳を確認するための帳票

上部記載の受付月に送信し、支払
が決定された請求情報が、市町村
ごと、サービス種類ごとに記載さ
れます。

市町村負担金額
支払対象となったうち、市町村が支払う
額、つまり連合会より振り込みがある金
額となります。
利用者負担額が含まれないため、左の
「金額」と差が出ることがあります。

・同一受給者番号の1人の受給者に複数のサービスを提供している場合、件数にずれが生じる場合があります。

受付月に処理された過誤申立情報
がある場合、取下げられた金額等
が記載されます。
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処遇改善加算等総額のお知らせ：処遇改善加算等の金額をサービス種類、加算種類ごとに確認するための帳票

支払額の中に含まれる処遇改善加算の総額です。

※この金額が処遇改善加算として別に振り込まれるわけ
ではありません

サービス種類、加算種類ごとの金額です。

請求月ベースでの金額であるため、過誤などで月遅れ請求
を行った場合も合算されます。

内訳が必要な場合は、事業所で保管している受給者ごとの
明細から計算してください。

処遇改善加算の割合等は電子請求受付システムのログイン
前のメニュー「請求関係資料」にある「障害福祉サービス
費等の報酬算定構造」を参照してください。
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ｖ

通知書に記載されている請求情報を送信した月です。
（サービス提供月ではありません）



過誤決定通知書：過誤申立により取下げとなった請求の内容を確認するための帳票

過誤により取り下げられた請求の詳細です。
受給者ごとの詳細、過誤の理由が表示されます。
「市町村負担額」欄に記載されている金額が、過誤調整によ
り市町村へ返還する金額です。
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ｖ
通知書に記載されている過誤申立情報を市町村から受信し
た月です。
（事業所が市町村に申立を行った月ではありません）


